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様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 名寄市立大学 
設置者名 名寄市 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

保健福祉 

栄養 
夜 ・

通信 

  

13 13 13  

看護 
夜 ・

通信 
13 13 13  

社会福祉 
夜 ・

通信 
13 13 13  

社会保育 
夜 ・

通信 
14 14 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/syllabus.html 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 
学部等名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/syllabus.html
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様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映する組織への外部人材の複数配置】 
 
※ 様式第 2号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療法

人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 名寄市立大学 

設置者名 名寄市 

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 名寄市立大学参与会 

役割 

名寄市立大学参与会規則第 2 条 

参与会は、名寄市立大学(以下「本学」という。)の運営に関する次に掲げ

る事項について、学長の諮問に応じて審議するとともに、学長に対し提言又

は助言を行う。 

(1) 大学の将来計画に関する重要事項 

(2) 大学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要

事項 

(3) 大学の教育研究活動等の状況についての評価に関する重要事項 

(4) 大学と地域の連携を推進するための重要事項 

(5) 教育内容・方法、財務、経営状況、認証評価、自己点検・評価の結果等、

情報の開示及び活用に関する重要事項 

(6) その他本学の運営に関する重要事項 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 
前職又は現職 任期 備考（学校と関連する経歴等） 

名寄商工会議所会頭 
2018.4.1～

2020.3.31 
 

名寄市立総合病院長 
2018.4.1～

2020.3.31 
 

北星信用金庫理事長 
2018.4.1～

2020.3.31 
 

名寄大谷認定こども園長 
2018.4.1～

2020.3.31 
 

北海道名寄高等学校長 
2018.4.1～

2020.3.31 
 

岩手県立大学名誉教授 
2018.4.1～

2020.3.31 
 

北海道大学公共政策大学院

特任教授 

2018.4.1～

2020.3.31 
 

（備考） 

  



  

3 

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名（学部等名） 名寄市立大学（保健福祉学部） 

設置者名 名寄市 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画の作成・公表に係る取組の概要） 

 

・授業計画の作成過程 

   学内設置の教務委員会において、次年度の記載内容の検証。記載注意事項等及 

び作成（提出）スケジュールを担当教員に説明、周知。各学科教務委員が担当教 

員の記載内容を確認する。 

 

・公表に係る取組 

   年度末３月に紙媒体作成、４月に新入生に配布する。在学生には学内学務シス 

テムにより情報提供する。 

 紙媒体作成後、シラバスデータを PDF化し、６月にホームページで公表してい 

る。 

授業計画の公表方法 
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/syllabus.htm

l 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
授業計画（シラバス）において成績評価の方法を示し、履修規程に定める評価を

受ける条件を充たした学生に対し、同規程に定める成績判定の方法により単位を認

定する。 

 

 

 

 

 

 

https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/syllabus.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/syllabus.html
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３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

  平成 24年度に成績評価値（ＧＰＡ）に関する規程を定め、学生には各種ガイダン 

スにおいて説明。学生には各科目の評価に加え、ＧＰＡを前後期の成績通知に記載 

している。あわせて、当該学年の学科別の平均ＧＰＡの情報提供を行っている。 

 また、学内教務委員会において期別ごとにＧＰＡ分布の分析を行い、各学科に情 

報提供するとともに教授会において報告している。 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/seiseki

hantei.html 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

  学部の学位授与方針を学科ごとに定める授業科目のうち 128単位以上の卒業要 

件単位の修得と定め、さらに学科ごとに学位授与方針を定めている。 

 卒業認定は、各学科の会議において学生個々に卒業要件判定を実施し、教授会に 

報告後、学長が決定する。 

 

 

 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/di

ploma.html 
 

  

https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/seisekihantei.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/seisekihantei.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/diploma.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/diploma.html
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様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 名寄市立大学 

設置者名 名寄市 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表  

収支計算書又は損益計算書  

財産目録  

事業報告書  

監事による監査報告（書）  
 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：名寄市立大学の将来構想(ビジョン 2026)  対象年度：2017～2026） 

公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/futureplans/index.html 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/accreditation/self-assessment.html 

 

 

（２）認証評価の結果 

公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/accreditation/index.html 

 

  

https://www.nayoro.ac.jp/guide/futureplans/index.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/accreditation/self-assessment.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/accreditation/index.html
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（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名  保健福祉学部 

教育研究上の目的 

（公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/target/index.html    ） 

（概要） 

 

 ・ 高度な知識と技術および高い倫理性を有し、保健・医療・福祉の連携と協働を支えう 

る専門職を育成する。 

・ 地域が抱える種々の課題について研究し、それらを解決することによって新しい未来 

 をひらく。 

 

卒業の認定に関する方針 

（公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/diploma.html  ） 

（概要） 

 

・ 学部の学位授与方針を学科ごとに定める授業科目のうち 128単位以上の卒業要 

件単位の修得と定め、さらに学科ごとに学位授与方針を定めている。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針 

（公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/curriculum.html ） 

（概要） 

 

・ 教養教育科目を基礎に保健医療福祉連携教育科目、学部共通教育科目を含めた各学科 

の専門基礎分野と専門分野に係る科目を幅広く学ぶとともに各学科において定める人 

材育成方針のもとに教育課程を編成する。 

  

入学者の受入れに関する方針 

（公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/addmission.html ） 

（概要） 

 

・ 「保健・医療・福祉・保育関係の職に携わる職業人としての適性と自主自立の気概を 

有し、社会に貢献し、自己の目標実現に向けて努力する学生」を保健福祉学部の入学者 

の受入れ方針とし、学科それぞれでアドミッション・ポリシーを定め公表している。 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/enkaku_kikou.html 

 

  

https://www.nayoro.ac.jp/guide/target/index.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/diploma.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/curriculum.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/addmission.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/enkaku_kikou.html
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③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等名 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

設置基準上の 

必要専任教員数 

－ 1人 － 1人 － 

保健福祉 － 32人 19人 17人 11人 3人 82人 52人 

 － 人 人 人 人 人 人 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計  

 

人 人 人  

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法： 

https://www.nayoro.ac.jp/research/professorate/index.html 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

保健福祉 190人 197人 103.7％ 796人 779人 97.9％ 18人 2人 

 人 人 ％ 人 人 ％ 人 人 

合計 190人 197人 103.7％ 796人 779人 97.9％ 18人 2人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

保健福祉 
147人 

（100％） 

4人 

（ 2.7％） 

141人 

（95.9％） 

2人 

（ 1.4％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
147人 

（100％） 

4人 

（ 2.7％） 

141人 

（95.9％） 

2人 

（ 1.4％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

  https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/student_info.html 

（備考） 

平成 27年度入学者が該当するため、28年度に設置した社会保育学科を除く３学科を記載。 

 

  

https://www.nayoro.ac.jp/research/professorate/index.html
https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/student_info.html
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c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

保健福祉 
152人 

（100％） 

143人 

（94.1％） 

3人 

（2.0％） 

5人 

（3.3％） 

1人 

（0.6％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
152人 

（100％） 

143人 

（94.1％） 

3人 

（2.0％） 

5人 

（3.3％） 

1人 

（0.6％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

   授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準と年間授業計画をシラバスと 

  して作成、公表している。 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

  ・ 授業計画（シラバス）に示す成績評価の方法及び履修規程に定める成績判定の方法に 

より学習の成果を評価する。 

 ・ 学位授与方針に定める卒業要件を判定し、卒業認定、学位授与を行う。 

 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

保健福祉 

栄養 128単位 有 50単位 

看護 128単位 有 50単位 

社会福祉 128単位 有 50単位 

社会保育 128単位 有 50単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/life_career/campus/index.html 

 

  

https://www.nayoro.ac.jp/life_career/campus/index.html
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⑧授業料、入学料その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他(年間） 備考（その他内訳：年額） 

保健福祉 

栄養 

535,800円 
282,000円 

(188,000円) 

165,000円 ・施設整備費：学科共通 75,000 

 円 

・教育研究振興費：栄養・看護学  

 科 50,000円、社会福祉・社会 

保育学科 45,000円 

・実験実習活動費：栄養・社会福 

祉・社会保育学科 40,000円、 

看護学科 130,000円 

看護 255,000円 

社会福祉 160,000円 

社会保育 160,000円 

  ＊入学金( )内は、北海道内の上川、留萌、宗谷管内に所在する高校の卒業者に適用。 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

 「学生支援のための基本方針」を定め、教員、教職員で構成する各種委員会が互いに連 

携を図りながら取り組んでいる。 

 また、本学独自の奨学金制度を整備し、意欲ある学生の学びを支援する。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

  各学科において教員による就職進路委員会を設置し、学生個々の状況を踏まえたきめ細

やかな支援のほか資格取得支援を行うとともに学部にキャリア支援センターを設置し、学

生が自立し、主体的な進路選択・就業決定を行えるよう組織的に支援を行っている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

  保健福祉センターを設置し、学生及び教職員の保健管理に関する業務を行うほか、学生 

の心身の健康の保持に適切に対応するため、カウンセリング等の相談体制を整え支援を行

っている。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/index.html 

 

https://www.nayoro.ac.jp/guide/information/index.html

